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地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

生
命
保
険
料
控
除
を
改
組
す
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
対
象
と
な
る
も
の
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
十
五

か
ら
第
七
条
の
十
五
の
十
四
、
第
四
十
八
条
の
七
関
係
）

２

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
の
間
の
取
引
に
係
る
税
制
及
び
資
本
に
関
係
す
る
取
引
等
に
係
る
税
制
に
つ
い
て
、
所

要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
八
条
の
十
二
、
第
八
条
の
十
四
、
第
八
条
の
十
五
、
第
八
条
の
十
八
、
第
八
条
の
二

十
一
、
第
八
条
の
二
十
四
関
係
）



清
算
所
得
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
に
控
除

未
済
個
別
帰
属
税
額
等
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額
等
に
相
当
す
る
金
額
は
、
そ
の
株
主
で
あ

る
法
人
の
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
繰
越
控
除
の
適

用
に
お
い
て
、
そ
の
株
主
で
あ
る
法
人
の
事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
未
済
個
別
帰
属
税
額
等
と
み
な
す
こ
と
。
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合
併
類
似
適
格
分
割
型
分
割
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

３

平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
賦
課
決
定
を
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
算
定
に
お
い
て
納
税

義
務
者
の
数
を
乗
ず
る
金
額
を
三
千
三
百
円
と
す
る
特
例
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
の
三
関
係
）

４

非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
八
条
の
六
の
二
関
係
）

二

事
業
税

完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
の
間
の
取
引
に
係
る
税
制
及
び
資
本
に
関
係
す
る
取
引
等
に
係
る
税
制
に
つ
い
て
、
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
の
三
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）



清
算
所
得
に
対
す
る
所
得
割
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ア

残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
を
す
る
場
合
に
お
け
る
清
算
所
得
に
係
る
所
得
割
の
申
告
納
付
及
び
解

散
法
人
の
清
算
所
得
に
係
る
所
得
割
の
確
定
申
告
納
付
を
廃
止
す
る
こ
と
。

イ

更
正
又
は
決
定
に
よ
る
清
算
中
の
予
納
額
の
還
付
を
廃
止
す
る
こ
と
。
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そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

三

不
動
産
取
得
税

１

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
又
は
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
取
得

す
る
一
定
の
新
築
家
屋
（
住
宅
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対

象
用
途
の
範
囲
か
ら
料
理
店
、
遊
技
場
及
び
公
衆
浴
場
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

２

心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
重
度
障

害
者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金
の
支
給
を
受
け
て
取
得
す
る
事
業
用
施
設
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ

い
て
、
労
働
者
の
範
囲
に
短
時
間
労
働
者
を
、
障
害
者
の
範
囲
に
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働

者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
関
係
）

３

特
定
一
般
社
団
法
人
又
は
特
定
一
般
財
団
法
人
の
事
業
を
承
継
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
認
可
地
縁
団
体
が
取
得
す

る
当
該
特
定
一
般
社
団
法
人
又
は
特
定
一
般
財
団
法
人
の
残
余
財
産
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な

る
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）

四

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
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１

心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
重
度
障
害

者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金
の
支
給
を
受
け
て
取
得
し
た
事
業
用
施
設
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の

特
例
措
置
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
範
囲
に
短
時
間
労
働
者
を
、
障
害
者
の
範
囲
に
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

２

電
気
通
信
事
業
者
等
が
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
に
基
づ
き
新
設
し
た
電
気
信
号
の
伝
送
を
高
速
か
つ
広
帯
域

で
行
う
た
め
の
一
定
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
か
ら
無

線
設
備
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

３

電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
に
基
づ
き
新
設
し
た
電
気
信
号
の
効
率
的
な
伝
送
を
行
う
た
め

の
一
定
の
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
資
産
の
範
囲
に
管
理
設
備
を
追
加

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

４

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
会
社
等
が
取
得
し
た
国
の
補
助
又
は
国
の
貸
付
け
に

係
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
取
得
し
た
一
定
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税

標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



- 5 -

五

事
業
所
税

心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
等
に
対
す
る
資
産
割
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
範
囲
に

短
時
間
労
働
者
を
、
障
害
者
の
範
囲
に
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第

五
十
六
条
の
六
十
八
関
係
）

六

国
民
健
康
保
険
税

１

基
礎
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
五
十
万
円
（
現
行
四
十
七
万
円
）
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係
る
課

税
限
度
額
を
十
三
万
円
（
現
行
十
二
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十
八
の
二
関
係
）

２

国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
措
置
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
、
応
益
割
合
に
係
る
基
準
を
廃
止
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
十
九
関
係
）

七

地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る
国
会
報
告

地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る
報
告
書
を
国
会
に
提
出
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
対
象

と
な
る
地
方
税
法
の
規
定
か
ら
地
方
団
体
の
条
例
に
よ
り
税
負
担
を
軽
減
し
又
は
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
、

地
方
団
体
の
長
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
期
限
の
特
例
を
定
め
る
規
定
、
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
行
為
の
防
止
に
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関
す
る
規
定
そ
の
他
の
規
定
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
八
条
関
係
）

第
二

国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
関
す
る
事
項

自
動
車
重
量
税
に
係
る
組
入
金
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
千
分
の
四
百
七
（
現
行
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
金
額

を
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
係
る
自
動
車
重
量
税
に
係
る
組
入
金
と
し

、
そ
の
他
の
金
額
を
一
般
会
計
に
係
る
自
動
車
重
量
税
に
係
る
組
入
金
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
項
関
係
）

第
三

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
三
の
２
、
四
の
１
及
び
五
の
改
正
は
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
２
及
び
二
の
改
正
は

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
１
及
び
４
の
改
正
は
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


